


別紙１－２ 

１ 

賀茂地域広域連携会議設置要綱 

  

 （設置） 

第１条 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町（以下、「賀

茂地域」という。）における連携強化、一体的な振興を図るための方針や計画

の決定等を行うことを目的とし、賀茂地域広域連携会議（以下、「広域連携会

議」という。）を設置する。 

   

（所掌事務） 

第２条 広域連携会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 地域の課題解決に向けた広域連携の方針又は計画協議に関すること。 

(2) 決定した方針又は計画実現のために必要な県・市町事業の連携調整に関 

すること。 

(3) 県・市町の連携協約制度等を活用した事務執行体制の検討に関すること。 

(4) その他、広域連携推進のために必要な協議に関すること。 

 

（組織） 

第３条 広域連携会議は、別表１に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 議長は、静岡県副知事をもって充てる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

 

 （会議） 

第４条 広域連携会議は、議長が必要に応じて招集し、主宰する。 

 

(参与） 

第５条 広域連携会議には、必要に応じて参与を置くことができる。 

２ 参与は、広域連携会議において意見を述べることができる。 

 

 

 （幹事会） 

第６条 広域連携会議の所掌事務に関し、幹事会を置く。 

 

(幹事会の構成） 

第７条 幹事会は、別表２に掲げる職にある者を幹事とし組織する。 

２ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は静岡県賀茂振興局参事兼地域振興課長を

もって充てる。 



 

２ 

３ 幹事長は、幹事会を主宰する。 

４ 幹事長は、必要があると認めるときは、第１項の規定による幹事以外の者

を加えることができる。 

 

（幹事会の会議等） 

第８条 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集する。 

２ 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会構成員を長とした専門部会

を設置することができる。 

３ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第９条 広域連携会議及び幹事会の庶務は、静岡県賀茂振興局において処理す

る。 

 

 （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 27 年４月 20 日から施行する。 

この要綱は、平成 27 年７月 31 日から施行する。 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年５月 15 日から施行する。 

 



 

３ 

別表１（第３条関係） 

 

所   属 役  職 

静岡県 静岡県副知事 

下田市 市長 

東伊豆町 町長 

河津町 町長 

南伊豆町 町長 

松崎町 町長 

西伊豆町 町長 

 

別表２（第７条関係） 

 

所   属 役  職 

静岡県賀茂振興局 参事兼地域振興課長 

下田市 統合政策課長 

東伊豆町 企画調整課長 

河津町 まちづくり推進課長 

南伊豆町 企画課長 

松崎町 企画観光課長 

西伊豆町 まちづくり課長 

 

 



別紙１－３ 

賀茂地域広域連携会議 テーマの検討状況 

区分 
テーマ 

（部会長） 

H28 年度開催時期及

び今後の予定 
検討内容等 

1 
消費生活センターの共

同設置（県民生活課） 

定期的に運営協議

会を開催 
○「賀茂広域消費生活センター」を平成28年４月に設置 

資料５

2 

教育委員会の共同

設置 

 

（教育総務課・義務教育課） 

第７回  H28.7. 4 

第８回    7.21 

第９回     9.28 

第 10 回  11.10 

第 11 回  11.29 

第 12 回   2. 6 

第 13 回   5.10 

第 14 回～今後調整

○「賀茂地域教育振興方針」を平成 29年２月 21日に策定 

○「賀茂地域教育振興センター」を平成 29年４月に開所（指導主事の共同設

置） 

○5/10 専門部会において、賀茂地域教育振興センターの活動状況等を報告し、

賀茂地域教育振興方針の H29 重点取組及び賀茂地域教育振興センターだより

（案）について協議等を実施 

資料２

3 
税の徴収事務の共同処理

（税務課・市町行財政課） 

定期的に運営協議

会を開催 
H29 第２回H29.4.28

○「賀茂地方税債権整理回収協議会」を平成28年４月に設置 

○4/28運営委員会において、平成30年度以降の共同徴収の継続について、専

門部会により検討を進めることの協議、取りまとめを実施     資料１

4 

監査事務の共同化 

 

（市町行財政課） 

第２回  H28.7.7 

第３回   10. 7 

第４回   11.25 

○「監査のあり方」を踏まえた、監査事務様式・マニュアル等の共有化 

○「賀茂地域監査事務連絡会議」の設置 

5 
災害時における人的・技術的支

援体制の構築（土木防災課） 

第２回  H28.4.25 ○『賀茂地域「ふじのくに災害復旧支援隊」派遣要領』を平成 28年８月に施

行 

○『静岡県「ふじのくに災害復旧支援隊」派遣要領』を平成 29年４月に施行

（拡大） 

6 

地籍調査の共同実

施 

 

（農地計画課） 

第６回 H28.5.24 

第７回      7. 4 

第８回   8. 9 

第９回   8.25 

第 10 回   9.26 

○「賀茂地域における地籍調査の共同実施に関する基本協定」を平成 28年 10

月 19 日に締結し、「賀茂地域地籍調査協議会」を設置 

○共同実施を平成 29年４月から開始 

7 

地域包括ケアシス

テムの構築・運用 

 

（長寿政策課） 

第 12回 H28.12.21 

第 13 回   1.18 

第 14 回    2. 1 

第 15 回    2.22 

第 16 回    3.28 

第 17 回    4.28 

第 18 回    5.10 

第 19 回～今後調整

○2/22 専門部会において、「介護保険事業等及び保健事業における連携」の今

後の検討スケジュール（案）及び検討組織（案）について、意見交換を実施

○3/28 専門部会において、要介護認定作業部会、事業所指定作業部会及び保

健事業作業部会の設置を決定 

○4/28 専門部会において、各作業部会の検討状況を報告。介護保険等・保健

事業の連携に係る共同化可能な事務、事務別業務量について意見交換を実施。

認知症施策推進はブロック毎の調整担当医師の設置等を確認 

○5/10 専門部会において、介護保険等・保健事業の連携に係る事務の流れと

組織体制（案）について意見交換を実施。認知症施策推進はブロック内での

支援チーム相互活用等の協議を実施               資料３

8 

技術的・専門的知識

を要する事務の共同

処理（技術職員の共

同利用）（市町行財政

課） 

第１回   H28.7.7 

第２回   10. 7 

第３回   11.25 ○『「技術的・専門的知識を有する職員」の共同利活用～「技術的・専門的知

識を要する事務」の共同処理マニュアル～』策定 

行
政
分
野
の
連
携 

9 

公共施設の長寿命

化、共同活用・管理

（水道事業）（市町

行財政課） 

第１回  H28.6.29 

第２回   7.28 

第３回   10.11 

第４回   11.24 

第５回     2. 2 

第６回～今後調整 

○市町が策定する「経営戦略・水道ビジョン」策定に係る共通仕様書を取り

まとめ 

○同策定のサポート 

10 伊豆半島クリーン作戦 
○平成27年度に15ヵ所（７市６町）で清掃活動を実施（約1,500人参加） 

（平成 28年度は美しい伊豆創造センターが自主事業化）  

11 伊豆半島食の祭典 
○平成27年度に伊豆半島内の道の駅７箇所を含め、全10回、物産展を開催 

（平成28年度は美しい伊豆創造センターが自主事業化） 

12 
伊豆半島周遊ルー

トの開発 

官
民
・
民
民
の
連
携 

13 
歴史的建造物の保存・活用に

おける共同の景観まちづくり 

第４回  H28.6.17 

第５回   8.26 

第６回   11.7 

第７回   12.27 

第８回～今後調整 

○南伊豆・西伊豆地域公共交通活性化協議会と連携した観光周遊モデルルー

トの策定、オープンデータの作成等 

 14 移住定住施策の官民連携 勉強会 H29.4.28 

○4/28 勉強会において、各市町の取組状況及び新規検討テーマの可能性につ

いて意見交換を行い、「（仮称）若者定住」専門部会設置提案の取りまとめ

を実施                            資料４



                       
         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


